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▪貸借対照表
平成 23 年度

（平成24年3月31日現在）
平成 24 年度

（平成25年3月31日現在）

（ 資 産 の 部 ）
現 金 767 1,010
預 け 金 499,919 595,482

系 統 預 け 金 496,650 593,124
系 統 外 預 け 金 3,269 2,358

買 入 金 銭 債 権 4,617 11,277
金 銭 の 信 託 61,520 62,986
有 価 証 券 258,500 263,255

国 債 89,258 99,243
地 方 債 2,162 2,324
金 融 債 99,237 87,746
社 債 40,617 49,888
外 国 証 券 21,380 18,813
株 式 3,231 3,382
受 益 証 券 2,610 1,855

貸 出 金 89,581 78,632
手 形 貸 付 771 667
証 書 貸 付 54,630 52,267
当 座 貸 越 3,170 3,768
金 融 機 関 貸 付 31,010 21,929

そ の 他 資 産 1,809 1,668
従 業 員 貸 付 金 8 7
差 入 保 証 金 2 2
仮 払 金 46 27
そ の 他 の 資 産 384 423
未 収 収 益 977 924
前 払 費 用 0 —
未 決 済 為 替 貸 390 283

有 形 固 定 資 産 1,206 1,180
建 物 239 213
土 地 956 956
その他の有形固定資産 10 10

無 形 固 定 資 産 2 2
ソ フ ト ウ ェ ア 1 0
その他の無形固定資産 1 1

外 部 出 資 44,016 44,200
系 統 出 資 43,385 43,385
系 統 外 出 資 631 654
子 会 社 等 出 資 — 161

債 務 保 証 見 返 492 470
貸 倒 引 当 金 △ 680 △ 393

資 産 の 部 合 計 961,754 1,059,774

平成 23 年度
（平成24年3月31日現在）

平成 24 年度
（平成25年3月31日現在）

（ 負 債 の 部 ）
貯 金 871,113 937,281

当 座 貯 金 11,928 5,811
普 通 貯 金 3,348 3,007
貯 蓄 貯 金 31 23
通 知 貯 金 200 500
別 段 貯 金 169 203
定 期 貯 金 855,416 927,715
そ の 他 の 貯 金 19 21

譲 渡 性 貯 金 10,600 36,600
借 用 金 15,000 15,000
代 理 業 務 勘 定 50 51
そ の 他 負 債 5,448 6,115

貸 付 留 保 金 31 3
未 払 法 人 税 等 642 580
貯金利子諸税その他 12 13
従 業 員 預 り 金 40 49
仮 受 金 11 748
そ の 他 の 負 債 4,223 4,273
未 払 費 用 251 249
前 受 収 益 1 1
未 決 済 為 替 借 234 196

諸 引 当 金 2,402 2,728
相 互 援 助 積 立 金 1,917 2,208
賞 与 引 当 金 11 11
退 職 給 付 引 当 金 368 386
役員退職慰労引当金 105 121

繰 延 税 金 負 債 318 1,180
債 務 保 証 492 470
負 債 の 部 合 計 905,429 999,428

（ 純 資 産 の 部 ）
出 資 金 31,604 32,206

（ う ち 後 配 出 資 金 ） （ 23,618） （ 24,221）
回 転 出 資 金 1,132 1,078
再 評 価 積 立 金 1 1
利 益 剰 余 金 22,296 23,452

利 益 準 備 金 8,333 8,619
その他利益剰余金 13,963 14,833

電 算 対 策 積 立 金 1,300 1,300
特 別 積 立 金 8,650 9,050
当期未処分剰余金 4,013 4,483

（うち当期剰余金） （ 1,429） （ 1,796）
会 員 資 本 合 計 55,033 56,738
その他有価証券評価差額金 1,294 3,607
評価・換算差額等合計 1,294 3,607
純資産の部合計 56,328 60,345
負債及び純資産の部合計 961,754 1,059,774

（単位：百万円）
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▪損益計算書

科　　　　　　目 平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

平成24年度
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

経 常 収 益 10,979 10,540

資 金 運 用 収 益 8,299 7,843

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （1,807） （1,673）

（ う ち 預 金 利 息 ） （3,856） （3,843）

（うち有価証券利息配当金） （2,595） （2,291）

役 務 取 引 等 収 益 777 783

そ の 他 事 業 収 益 909 620

そ の 他 経 常 収 益 993 1,293

経 常 費 用 8,905 8,149

資 金 調 達 費 用 5,205 5,317

（ う ち 貯 金 利 息 ） （4,955） （5,069）

役 務 取 引 等 費 用 741 742

そ の 他 事 業 費 用 343 65

経 費 1,335 1,347

そ の 他 経 常 費 用 1,279 676

経 常 利 益 2,074 2,390

特 別 利 益 48 39

特 別 損 失 0 0

税 引 前 当 期 利 益 2,122 2,430

法 人 税､ 住 民 税 及 び 事 業 税 686 635

法 人 税 等 調 整 額 6 △ 2

法 人 税 等 合 計 額 692 633

当 期 剰 余 金 1,429 1,796

当 期 首 繰 越 剰 余 金 2,583 2,686

当 期 未 処 分 剰 余 金 4,013 4,483

（単位：百万円）

注（うち預金利息）には受取奨励金、受取特別配当金が、（うち貯金利息）には譲渡性貯金利息、支払奨励金が含まれています。
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▪キャッシュ・フロー計算書

科　　　　　　目 平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

平成24年度
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

１．事業活動によるキャッシュ ･ フロー
　　　税引前当期利益 2,122 2,430
　　　減価償却費 25 27
　　　貸倒引当金の増加額 △ 11 △ 287
　　　退職給付引当金の増加額 17 17
　　　その他の引当金・積立金の増加額 306 307
　　　資金運用収益 △ 8,299 △ 7,843
　　　資金調達費用 5,205 5,317
　　　有価証券関係損益 892 242
　　　金銭の信託の運用損益 △ 876 △ 841
　　　固定資産処分損益 0 0
　　　貸出金の純増減 △ 358 10,948
　　　預け金の純増減 △ 7,711 △ 86,000
　　　貯金の純増減 22,266 92,168
　　　コールローン等の純増減 4,928 △ 6,660
　　　その他 △ 347 770
　　　資金運用による収入 9,267 8,856
　　　資金調達による支出 △ 5,361 △ 5,321
　　　事業分量配当金の支払額 △ 243 △ 245

小　　　　　計 21,825 13,889
　　　法人税等の支払額 △ 735 △ 697
　　事業活動によるキャッシュ ･ フロー 21,089 13,191
２．投資活動によるキャッシュ ･ フロー
　　　有価証券の取得による支出 △ 117,539 △ 106,826
　　　有価証券の売却による収入 87,702 78,580
　　　有価証券の償還による収入 27,595 26,370
　　　金銭の信託の増加による支出 △ 6,000 △ 2,000
　　　金銭の信託の減少による収入 200 522
　　　固定資産の取得による支出 △ 111 △ 1
　　　外部出資の増加による支出 — △ 184
　　　外部出資の減少による収入 37 —
　　投資活動によるキャッシュ ･ フロー △ 8,115 △ 3,538
３．財務活動によるキャッシュ ･ フロー
　　　出資の増額による収入 430 602
　　　出資の減少による支出 — △ 0
　　　出資配当金の支払額 △ 347 △ 394
　　　回転出資金の受入による収入 241 243
　　　回転出資金の払出による支出 △ 162 △ 298
　　財務活動によるキャッシュ ･ フロー 161 153
４．現金及び現金同等物に係る換算差額 — —
５．現金及び現金同等物の増加額 13,136 9,805
６．現金及び現金同等物の期首残高 61,787 74,923
７．現金及び現金同等物の期末残高 74,923 84,729

（単位：百万円）
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（単位：百万円）▪剰余金処分計算書
科　　　　　　目 平成23年度 平成24年度

当 期 未 処 分 剰 余 金 4,013 4,483
剰 余 金 処 分 額 1,326 1,742

利 益 準 備 金 286 360
任 意 積 立 金 400 550
出 資 配 当 金 394 400
事 業 分 量 配 当 金 245 431

次 期 繰 越 剰 余 金 2,686 2,741

注１ . 普通出資金の配当率は 2.00%（平成23年度）、2.00％（平成24年度）
　　　後配出資金の配当率は 1.00%（平成23年度）、1.00％（平成24年度）です。
注２. 事業分量配当金の基準は次の通りです。
　　　定期的貯金（特別定期貯金、中途解約及び期間１年超の定期貯金を除く）の平均残高から同貯金の担保差入れ期間に
　　　対応する平均残高及び当座貸越の平均残高を控除した金額に対し 0.030％（平成23年度）、0.050％（平成24年度）
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【平成24年度　注記表】
（自　平成24年４月１日　　至　平成25年３月31日）

１　重要な会計方針に関する事項
　⑴ 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示し、金額百万円未満の科目については

「０」で表示しています。

　⑵ 　有価証券（外部出資勘定の株式を含む）の評価基準及び評価方法は、有価証券
の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。

　　・満期保有目的の債券… 定額法による償却原価法（売却原価は移動平均法により算定）
　　・子会社・子法人等株式…原価法（売却原価は移動平均法により算定）
　　　及び関連法人等株式
　　・その他有価証券
　　　　時価のあるもの… 原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

　　　　時価を把握するこ とが極めて困難と認められるもの…原価法（売却原価は移
動平均法により算定）

　　　 　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分につい
ては償却原価法による取得価額の修正を行っています。

　⑶ 　金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成している有価証券の
評価基準及び評価方法は、運用目的の金銭の信託については時価法（売却原価は
移動平均法により算定）、それ以外については、上記⑵の有価証券と同様の方法
によっており、信託の契約単位ごとに当年度末の信託財産構成物である資産及び
負債の評価額の合計額をもって貸借対照表に計上しています。

　⑷ 　有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行い資産から直接減額し
て計上しています。

　　　　建　　物　　 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）については、定額法）を採用しています。
なお、主な耐用年数は、10年～50年です。

　　　　建物以外　　 定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は10年～20年です。
　　　（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）
　　 　法人税法の改正に伴い、当年度より平成24年4 月 1 日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しています。
これによる影響は軽微です。

　⑸ 　無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しています。そのうち、自社利
用ソフトウェアについては、当会における利用可能期間（５年）に基づいて償却
しています。

　⑹ 　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しています。

　⑺　引当金の計上方法
　　①貸倒引当金
　　 　貸倒引当金は、「資産の償却・引当要領」に則り、次のとおり計上しています。
　　 　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻
先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経
営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。

　　 　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき算定した額と税法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較
し、いずれか多い額（当年度は税法基準を採用）を計上しています。

　　 　すべての債権は、「自己査定要領」に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しています。

　　 　なお、破綻先に対する債権及び実質破綻先に対する債権等については、債権額
から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は200百万円です。

　　②賞与引当金
　　　 　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給

見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

　　③退職給付引当金
　　　 　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当年度末における職員の

自己都合退職の場合の要支給額を基礎として計上しています。

　　④役員退職慰労引当金
　　　 　役員退職慰労引当金は、役員の退任給与の支給に備えるため、「役員退任慰

労金支給内規」に基づき、当年度末要支給見積額を計上しています。

　⑻ 　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20
年４月１日前に開始する年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じ
た会計処理を行っています。

　⑼ 　消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は､税抜方式によっ
ています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費用に計上し
ています。

２　貸借対照表に関する事項
　⑴　有形固定資産の減価償却累計額は896百万円です。

　⑵ 　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な
固定資産として、ＡＴＭ、信用端末機、手形交換システム、紙幣整理機、電子計算機、
複写機、車両等があり、未経過リース料年度末残高相当額は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １年以内　　　  １年超　　　　合　計
　　所有権移転外ファイナンス・リース　０百万円　　　ー百万円　　　０百万円
　　オペレーティング・リース　　　　１７百万円　　２７百万円　　４４百万円

　⑶ 　担保に供している資産はありません。なお、内国為替決済保証金として預け金
38,000百万円、先物取引証拠金の代用として有価証券850百万円を差し入れ
ています。

　⑷ 　子会社等に対する金銭債権・債務の額はありません。

　⑸ 　経営管理委員、理事及び監事に対する金銭債権・債務の額はありません。

　⑹ 　貸出金のうち、破綻先債権額はありません。また、延滞債権額は1,124百万
円です。

　　 　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金です。

　　 　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金です。

　⑺　貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額はありません。
　　 　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ

月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

　⑻ 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
　　 　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延
滞債権に該当しないものです。

　⑼ 　破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の
合計額は1,124百万円です。

　　 　なお、⑹から⑼に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

　⑽ 　当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これらの契約に係る融
資未実行残高は、16,982百万円です。

　⑾ 　貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣
後特約付貸出金19,010百万円が含まれています。
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　⑿ 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣
後特約付借入金15,000百万円が含まれています。

３　損益計算書に関する事項
　⑴ 　子会社等との取引による収益・費用の額はありません。

　⑵ 　貸出金償却は、すでに個別貸倒引当金を引き当てていた債権について、償却額
と引当金戻入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は52百万円です。

４　金融商品に関する事項
　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　①金融商品に対する取組方針
　　 　当会は、京都府を事業区域として、地元のＪＡ等が会員となって運営されてい

る相互扶助型の金融機関であり、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　　 　ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域へ貸付

け、その残りを当会が預かる仕組みとなっています。
　　 　当会では、これを原資として、資金を必要とするＪＡや農業に関連する企業・

団体及び、府内の地場企業や団体、地方公共団体などに貸付を行っています。
　　 　また、残った資金は農林中金に預け入れるほか、国債や地方債等の債券、投資

信託、株式等の有価証券による運用を行っています。

　　②金融商品の内容及びそのリスク
　　 　当会が保有する金融資産は、主として府内の取引先（及び個人）に対する貸出

金及び有価証券であり、貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用
リスクに晒されています。

　　 　貸出金については、当期末残高のうち、34.88％は金融業・保険業に対する
ものであり、14.65％はリース業に対するものです。

　　 　また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資
目的 ( 売買目的およびその他目的 ) で保有しています。これらは、それぞれ発行
体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。
なお、有価証券には、外国債券が18,813百万円ありますが、うち17,424
百万円については、国債が担保となっている債券です。

　　 　借用金は、自己資本増強の一環として、会員である地元のＪＡから借り入れた
永久劣後特約付借入金です。

　　 　劣後特約付借入金は、債務返済の履行が他の債務よりも後順位である旨の特約
が付された無担保・無保証の借入金であり、自己資本比率の算出において補完的
項目として自己資本への計上が認められているものです。

　　③金融商品に係るリスク管理体制
　　　ａ信用リスクの管理
　　　　 　当会は、リスクマネジメント基本方針及び信用リスクに関する管理諸規程

に従い、貸出金の信用リスク管理については、個別案件ごとの与信審査、与
信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応
など与信管理に関する体制を整備し運営しています。

　　　　 　これらの与信管理は、営業部のほか総務部リスク管理課により行われ、定
期的にリスク管理委員会や理事会に報告を行っており、また、与信管理の状
況については、監査部がチェックしています。

　　　　 　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部リスク管理課において、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

　　　ｂ市場リスクの管理
　　　　 　金利リスク、価格変動リスク等の市場リスクは、リスクマネジメント規程

等において管理方法や手続き等の詳細を明記しており、リスク管理委員会等
において実施状況の把握・確認や今後の対応等の協議を行っています。

　　　　⒜金利リスクの管理
　　　　　 　金利リスクの管理は、ＡＬＭによる管理とともに、日常的には総務部リ

スク管理課でＶａｒによる金利リスクの把握を行っており、月次ベースで
リスク管理委員会に報告しているほか、金利感応度分析等によるモニタリ
ング結果と併せ、四半期ベースで理事会に報告しています。

　　　　⒝為替リスクの管理
　　　　　 　当会における為替の変動リスクについては、投資顧問付特金においての

み行うこととしており、かつ先物によりリスクヘッジを行っています。

　　　　⒞価格変動リスクの管理
　　　　　 　有価証券を含む投資商品の保有については、運用限度額を設定し、事前

審査のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っ
ています。これらの情報は総務部リスク管理課を通じ、理事会及びリスク
管理委員会において定期的に報告されています。

　　　　　 　総務部で保有している外部出資の多くは、業務上事業推進目的で保有し
ているものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしてい
ます。

　　　　⒟デリバティブ取引
　　　　　 　デリバティブ取引に関しては、運用限度額・損失限度額の設定と、ミド

ル部門におけるモニタリングにより内部牽制を確立するとともに、モニタ
リング結果は、総務部リスク管理課を通じ理事会及びリスク管理委員会に
おいて定期的に報告されています。

　　　　⒠市場リスクに係る定量的情報
　　　　　 　当会で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商

品です。当会において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け
る主たる金融商品は、「預け金」、「貸出金」、「有価証券」のその他有価証
券に分類される債券、「貯金」、「借用金」です。

　　　　　 　当会では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の
金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リス
クの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

　　　　　 　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当年度末現在、
指標となる金利が0.50％上昇したものと想定した場合には、経済価値が
4,126百万円減少するものと把握しています。

　　　　　 　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、
金利とその他のリスク変数の相関を考慮していません。

　　　　　 　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定
額を超える影響が生じる可能性があります。

　　　　　 　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金
額についても含めて計算しています。

　　　ｃ資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　 　当会は、ＡＬＭを通じて適時に資金管理を行うほか、市場環境を考慮した

長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しています。

　　④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　 　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額の

ほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を
含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる場合もあり
ます。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　①金融商品の貸借対照表計上額および時価等
　　　 　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
　　　 　なお、時価の把握が困難なものについては、次表には含めず③に記載しています。

（単位：百万円）
貸借対照表

計上額 時　　価 差　　額

預け金 ５９５，４８２ ５９４，６１９ △８６２
買入金銭債権
　売買目的 － － －
　満期保有目的 １１，２７７ １１，２８６ 　８
　その他目的 － － －
　有価証券に該当しないもの － － －
金銭の信託　
　運用目的 ２，９５２ ２，９５２ －
　満期保有目的 ６０，０００ ６２，９５９ ２，９５９
　その他目的 ３３ ３３ －
有価証券
　売買目的有価証券 － － －
　満期保有目的の債券 ６０，６２３ ６１，６４９ １，０２６
　その他有価証券 ２０２，６３２ ２０２，６３２ －
貸出金 ７８，６４０
　貸倒引当金 △３９３
　貸倒引当金控除後 ７８，２４７ ７９，０９１ ８４４

資　産　計 １，０１１，２４９ １，０１５，２２６ ３，９７７
貯　金 ９７３，８８１ ９７２，５６１ △１，３１９
借用金 １５，０００ １５，０００ －

負　債　計 ９８８，８８１ ９８７，５６１ △１，３１９
注１．貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 
　２． 貸出金には、貸借対照表上その他資産に計上している従業員貸付金7百万円を含めて
　　　います。
　３． 貯金には、貸借対照表上の譲渡性貯金36,600百万円を含めています。
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　　②金融商品の時価の算定方法
　　　【資産】
　　　ａ預け金
　　　　 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっています。満期のある預け金については、期間に基づく
区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワッ
プレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　　ｂ買入金銭債権
　　　　　ブローカー等の第三者から入手した評価額によっています。

　　　ｃ金銭の信託
　　　　 　信託財産を構成している貸出金や有価証券の時価は、下記ｄおよびｅと同

様の方法により評価しています。

　　　ｄ有価証券
　　　　 　株式は取引所の価格により、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から

提示された価格によっています。また、投資信託については、公表されてい
る基準価格によっています。

　　　ｅ貸出金
　　　　 　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、

貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近
似していることから当該帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わ
る金額として算定しています。

　　　　 　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類、期間に基づく区分ごとに、
元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワップレートで割
り引き、貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

　　　　 　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒
引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

　　　【負債】
　　　ａ貯金
　　　　 　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額 ( 帳簿価額 ) を

時価とみなしています。また、定期性貯金の時価は、期間に基づく区分ごと
に、元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワップレート
で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　　ｂ借用金
　　　　 　借用金については全て変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、

当会の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と
近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。

　　　 ③時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであ
り、①の金融商品の時価情報には含まれていません。

　　　　　　　　　　　　　　　 貸借対照表計上額
　　　　　　　　外部出資　　　　44,200百万円
　　　　注１ ．外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を

把握することが極めて困難と認められるため､ 時価開示の対象としてい
ません。

　　　④金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預け金 595,482 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
買入金銭債権
満期保有目的 11,277 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
その他目的の
うち満期があ
るもの

－ 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円

有価証券
満期保有目的 11,065 百万円 10,485 百万円 10,585 百万円 10,449 百万円 10,380 百万円 7,660 百万円
その他有価証
券のうち満期
があるもの

18,930 百万円 16,110 百万円 14,300 百万円 12,300 百万円 19,660 百万円 109,931 百万円

貸出金 15,314 百万円 4,561 百万円 7,591 百万円 7,214 百万円 6,741 百万円 37,183 百万円
合   計 652,069 百万円 31,156 百万円 32,476 百万円 29,963 百万円 36,781 百万円 154,774 百万円

注１．　 貸出金のうち、貸借対照表の当座貸越3,768百万円については「１年以内」に含めています。また、
期限のない劣後特約付貸出金19,010百万円については「５年超」に含めています。

　２．　 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等26百万円は償還の予定が見込ま
れないため、含めていません。

　　　⑤借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
１年以内 １年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内 ５年超

貯　 金 937,185 百万円 36 百万円 60 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
譲渡性貯金 36,600 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
借 用 金 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 15,000 百万円
合   計 973,785 百万円 36 百万円 60 百万円 － 百万円 － 百万円 15,000 百万円

注１．　貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めています。
　２．　借用金のうち、期限のない劣後特約付借入金15,000百万円については、「5 年超」に含めています。

５　有価証券に関する事項
　⑴ 　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりです。これらには、

有価証券のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託が含まれています。以下⑶
まで同様です｡

　　①満期保有目的の債券
　　　 　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりです。

種　　類 貸借対照表
計上額 時   　価 差　   額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 549 百万円 553 百万円 3 百万円
地 方 債 2,073 百万円 2,142 百万円 69 百万円
金 融 債 51,000 百万円 51,440 百万円 440 百万円
外 国 証 券 7,000 百万円 7,512 百万円 512 百万円
買 入 金 銭 債 権 10,377 百万円 10,385 百万円 8 百万円

小　　計 71,000 百万円 72,035 百万円 1,035 百万円

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

買 入 金 銭 債 権 900 百万円 900 百万円 △ 0 百万円

小　　計 900 百万円 900 百万円 △ 0 百万円
合　　計 71,901 百万円 72,936 百万円 1,035 百万円

　　②その他有価証券
　　　 　その他有価証券において、種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれ

らの差額については、次のとおりです。

種　　類 取得原価 貸借対照表
計上額 差　　額

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

株 式 1,856 百万円 2,451 百万円 594 百万円
債 券

国 債 95,227 百万円 98,693 百万円 3,466 百万円
地 方 債 149 百万円 151 百万円 1 百万円
金 融 債 36,035 百万円 36,347 百万円 311 百万円
社 債 40,698 百万円 41,100 百万円 401 百万円
外 国 証 券 11,020 百万円 11,514 百万円 494 百万円

そ の 他 310 百万円 368 百万円 57 百万円
小　　計 185,299 百万円 190,627 百万円 5,328 百万円

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

株 式 1,166 百万円 931 百万円 △ 235 百万円
債 券

地 方 債 99 百万円 99 百万円 △ 0 百万円
金 融 債 400 百万円 399 百万円 △ 0 百万円
社 債 8,855 百万円 8,787 百万円 △ 67 百万円
外 国 証 券 300 百万円 299 百万円 △ 0 百万円

そ の 他 1,547 百万円 1,487 百万円 △ 60 百万円
小　　計 12,369 百万円 12,004 百万円 △ 364 百万円
合　　計 197,668 百万円 202,632 百万円 4,963 百万円

注１． 上記差額合計から繰延税金負債1,352百万円を差し引いた金額3,611百万円が、「その他有価証券評
　　　 価差額金」に含まれています。

　⑵　当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

　⑶　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

　

売却額 売却益 売却損
株　　式 ４１１百万円 ２３百万円 １６９百万円
債　　券 ７６，９８４百万円 ４２９百万円 －百万円
そ の 他 １，１８５百万円 ２６百万円 ９６百万円
合　　計 ７８，５８０百万円 ４７８百万円 ２６６百万円

６　金銭の信託に関する事項
　金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。
　　①運用目的の金銭の信託
　　　　　貸借対照表計上額 ２，９５２百万円　　　　　　　
　　　　　当年度の損益に含まれた評価差額 －百万円　　　　　　　
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　　②満期保有目的の金銭の信託
貸借対照表

計上額 時　　価 差　　額
うち時価が貸借対
照表計上額を超え
るもの

うち時価が貸借対
照表計上額を超え
ないもの

満期保有目的
の金銭の信託 60,000 百万円 62,959 百万円 2,959 百万円 2,959 百万円 －百万円

注１．「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」や「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」は、
　　　それぞれ「差額」の内訳です。

　　③その他の金銭の信託

貸借対照表
計上額 取得原価 差　　額

うち時価が貸借対
照表計上額が取得
原価を超えるもの

うち時価が貸借対照
表計上額が取得原価
を超えないもの

その他の
金銭の信託 33 百万円 38 百万円 △ 5 百万円 －百万円 5 百万円

注１． 上記差額合計に繰延税金資産１百万円を加えた金額△３百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含
　　　まれています。
　２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」は、
　　　それぞれ「差額」の内訳です。  

７　退職給付に関する事項
　⑴　退職給付
　　①採用している退職給付制度の概要
　　　 　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採

用しています。
　　　 　また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるための㈶京

都府農林漁業団体職員共済会との契約に基づく退職金共済制度を採用していま
す。なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては「退職給付に係る
会計基準」（平成10年6月16日企業会計審議会）に基づき、簡便法により行なっ
ています。

　　②退職給付債務の額
　　　　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５５２百万円
　　　　㈶京都府農林漁業団体職員共済会積立金の額　　　　　１６５百万円
　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　△３８６百万円

　　③退職給付費用の内訳
　　　　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４百万円
　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４百万円

　⑵ 　人件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図
るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定
に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費
用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。

　　 　なお、当年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、
８百万円となっています。

　　 　また、存続組合より示された平成25年３月現在における平成44年３月までの
特例業務負担金の将来見込額は、131百万円となっています。

８　税効果会計に関する事項
　⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等
　　　　繰延税金資産
　　　　　未払事業税 ３９百万円
　　　　　減価償却超過額 １５百万円
　　　　　貸出金償却 ４８百万円
　　　　　貸倒引当金超過額 ３２百万円
　　　　　退職給付引当金超過額 １０８百万円
　　　　　役員退職慰労引当金超過額 ３３百万円
　　　　　相互援助積立金超過額 ６１３百万円
　　　　　有価証券有税償却額 ４２百万円
　　　　　その他 ６百万円
　　　　　繰延税金資産小計 ９４１百万円
　　　　　評価性引当額 △７７１百万円
　　　　　繰延税金資産合計A １６９百万円
　　　　繰延税金負債
　　　　　その他有価証券評価差額金 △１，３５０百万円
　　　　　繰延税金負債合計B △１，３５０百万円
　　　　繰延税金負債の純額A＋B △１，１８０百万円

　⑵　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

　　　　法定実効税率 ２９．５８％
　　　　（調整）
　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目 ０．５１％
　　　　　事業分量配当金 △５．２５％
　　　　　住民税均等割等 ０．１７％
　　　　　評価性引当額の増減 １．１４％
　　　　　その他 △０．０８％
　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２６．０７％

９　キャッシュ・フロー計算書に関する事項
　 　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲は、貸借

対照表上の「現金」並びに「預け金」中の当座預け金、普通預け金及び通知預け金
であります。
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【平成23年度　注記表】
（自　平成23年４月１日　　至　平成24年３月31日）

１　重要な会計方針に関する事項
　⑴ 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示し、金額百万円未満の科目については

「０」で表示しています。

　⑵ 　有価証券（外部出資勘定の株式を含む）の評価基準及び評価方法は、有価証券
の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。

　　・満期保有目的の債券… 定額法による償却原価法（売却原価は移動平均法により
算定）

　　・その他有価証券
　　　　時価のあるもの… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　　　時価を把握するこ とが極めて困難と認められるもの…原価法（売却原価は移

動平均法により算定）
　　　 　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分につい

ては償却原価法による取得価額の修正を行っています。

　⑶ 　金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成している有価証券の
評価基準及び評価方法は、運用目的の金銭の信託については時価法（売却原価は
移動平均法により算定）、それ以外については、上記⑵の有価証券と同様の方法
によっており、信託の契約単位ごとに当年度末の信託財産構成物である資産及び
負債の評価額の合計額をもって貸借対照表に計上しています。

　⑷ 　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、それぞれ次の方法により行
い資産から直接減額して計上しています。

　　　　建　　物　　 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）については、定額法）を採用しています。
なお、主な耐用年数は、建物が５年～50年です。

　　　　建物以外　　 定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は３年～２０年
です。

　⑸ 　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却していま
す。そのうち、自社利用ソフトウェアについては、当会における利用可能期間（５
年）に基づいて償却しています。

　⑹　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しています。

　⑺　引当金の計上方法
　　①貸倒引当金
　　 　貸倒引当金は、「資産の償却・引当要領」に則り、次のとおり計上しています。
　　 　正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む。）に相当する債権については、

一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績
率等に基づき算定した額と税法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、い
ずれか多い額（当年度は税法基準を採用）を計上しています。破綻懸念先債権に
相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てています。破綻
先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てています。

　　 　すべての債権は、「自己査定要領」に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に
基づいて上記の引当を行っています。

　　②賞与引当金
　　　 　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給

見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

　　③退職給付引当金
　　　 　退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当年度末におけ

る職員の自己都合退職の場合の要支給額を基礎として計上しています。

　　④役員退職慰労引当金
　　　 　役員退職慰労引当金については、役員の退任給与の支給に備えるため、「役

員退任慰労金支給内規」に基づき、当年度末要支給見積額を計上しています。

　⑻ 　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年４月１日前に開始する年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じ
た会計処理を行っています。

　⑼ 　消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は､税抜方式によっ
ています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費用に計上し
ています。

 
( 追加情報 )
　当年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月４日）
及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第24号平成21年12月４日）を適用しています。
　なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告
第14号）に基づき、当年度の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」は、「そ
の他経常収益」に計上しています。

２　貸借対照表に関する事項
　⑴　有形固定資産の減価償却累計額は872百万円です。

　⑵ 　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な
固定資産として、ＡＴＭ、信用端末機、手形交換システム、紙幣整理機、電子計算機、
複写機、車両等があり、未経過リース料年度末残高相当額は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　１年以内　　　 １年超　　　　合　計
　　所有権移転外ファイナンス・リース　２百万円　　　０百万円　　　２百万円
　　オペレーティング・リース　　　　１８百万円　　３２百万円　　５１百万円

　⑶ 　担保に供している資産はありません。なお、内国為替決済保証金として預け金
35,000百万円、先物取引証拠金の代用として有価証券850百万円を差し入れ
ています。

　⑷　経営管理委員、理事及び監事に対する金銭債権・債務の額はありません。

　⑸ 　貸出金のうち、破綻先債権額はありません。また、延滞債権額は５５１百万円
です。

　　 　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金です。

　　 　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の
貸出金です。

　⑹　貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額はありません。
　　 　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から

３ヶ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので
す。

　⑺　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
　　 　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延
滞債権に該当しないものです。

　⑻ 　破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の
合計額は、551百万円です。

　　　なお、⑸から⑻に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

　⑼ 　当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これらの契約に係る融
資未実行残高は、16,645百万円です。

　⑽ 　貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣
後特約付貸出金19,010百万円が含まれています。
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　⑾ 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣
後特約付借入金15,000百万円が含まれています。

３　金融商品に関する事項
　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　①金融商品に対する取組方針
　　 　当会は、京都府を事業区域として、地元のＪＡ等が会員となって運営されてい

る相互扶助型の金融機関であり、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　　 　ＪＡは農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域へ貸付

け、その残りを当会が預かる仕組みとなっています。
　　 　当会では、これを原資として、資金を必要とするＪＡや農業に関連する企業・

団体及び、府内の地場企業や団体、地方公共団体などに貸付を行っています。
　　 　また、残った資金は農林中金に預け入れるほか、国債や地方債等の債券、投資

信託、株式等の有価証券による運用を行っています。

　　②金融商品の内容及びそのリスク
　　 　当会が保有する金融資産は、主として府内の取引先（及び個人）に対する貸出

金及び有価証券であり、貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用
リスクに晒されています。

　　 　貸出金については、当期末残高のうち、40.85％は金融業・保険業に対する
ものであり、13.57％はリース業に対するものです。

　　 　また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期保有目的、純投資
目的 ( 売買目的およびその他目的 ) で保有しています。これらは、それぞれ発行
体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。
なお、有価証券には、外国債券が21,380百万円ありますが、うち17,567
百万円については、国債が担保となっている債券です。

　　 　借用金は、自己資本増強の一環として、会員である地元のＪＡから借り入れた
永久劣後特約付借入金です。

　　 　劣後特約付借入金は、債務返済の履行が他の債務よりも後順位である旨の特約
が付された無担保・無保証の借入金であり、自己資本比率の算出において補完的
項目として自己資本への計上が認められているものです。

　　③金融商品に係るリスク管理体制
　　　a 信用リスクの管理
　　　　 　当会は、リスクマネジメント基本方針及び信用リスクに関する管理諸規程

に従い、貸出金の信用リスク管理については、個別案件ごとの与信審査、与
信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応
など与信管理に関する体制を整備し運営しています。

　　　　 　これらの与信管理は、営業部のほか総務部リスク管理課により行われ、定
期的にリスク管理委員会や理事会に報告を行っており、また、与信管理の状
況については、監査部がチェックしています。

　　　　 　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部リスク管理課において、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

　　　b 市場リスクの管理
　　　　 　金利リスク、価格変動リスク等の市場リスクは、リスクマネジメント規程

等において管理方法や手続き等の詳細を明記しており、リスク管理委員会等
において実施状況の把握・確認や今後の対応等の協議を行っています。

　　　　⒜金利リスクの管理
　　　　　 　金利リスクの管理は、ＡＬＭによる管理とともに、日常的には総務部リ

スク管理課でＶａｒによる金利リスクの把握を行っており、月次ベースで
リスク管理委員会に報告しているほか、金利感応度分析等によるモニタリ
ング結果と併せ、四半期ベースで理事会に報告しています。

　　　　⒝為替リスクの管理
　　　　　 　当会における為替の変動リスクについては、投資顧問付特金においての

み行うこととしており、かつ先物によりリスクヘッジを行っています。

　　　　⒞価格変動リスクの管理
　　　　　 　有価証券を含む投資商品の保有については、運用限度額を設定し、事前

審査のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っ
ています。これらの情報は総務部リスク管理課を通じ、理事会及びリスク
管理委員会において定期的に報告されています。

　　　　　 　総務部で保有している外部出資の多くは、業務上事業推進目的で保有し
ているものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングして
います。　

　　　　⒟デリバティブ取引
　　　　　 　デリバティブ取引に関しては、運用限度額・損失限度額の設定と、ミド

ル部門におけるモニタリングにより内部牽制を確立するとともに、モニタ
リング結果は、総務部リスク管理課を通じ理事会及びリスク管理委員会に
おいて定期的に報告されています。

　　　　⒠市場リスクに係る定量的情報
　　　　　 　当会で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商

品です。当会において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け
る主たる金融商品は、「預け金」、「貸出金」、「有価証券」のその他有価証
券に分類される債券、「貯金」、「借用金」です。

　　　　　 　当会では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の
金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リス
クの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

　　　　　 　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当年度末現在、
指標となる金利が0.40％上昇したものと想定した場合には、経済価値が
3,338百万円減少するものと把握しています。

　　　　　 　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、
金利とその他のリスク変数の相関を考慮していません。

　　　　　 　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定
額を超える影響が生じる可能性があります。

　　　　　 　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金
額についても含めて計算しています。

　　　c 資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　 　当会は、ＡＬＭを通じて適時に資金管理を行うほか、市場環境を考慮した

長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しています。

　　④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　 　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額の

ほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を
含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる場合もあり
ます。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　①金融商品の貸借対照表計上額および時価等
　　　 　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおり

です。
　　　 　なお、時価の把握が困難なものについては、次表には含めず③に記載してい

ます。

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額

預け金 ４９９，９１９ ４９９，０７２ △８４７
買入金銭債権
　売買目的 － － －
　満期保有目的 ４，６１７ ４，６２２ 　５
　その他目的 － － －
　有価証券に該当しないもの － － －
金銭の信託　
　運用目的 ２，９５８ ２，９５８ －
　満期保有目的 ５８，０００ ６０，３７９ ２，３７９
　その他目的 ５６１ ５６１ －
有価証券
　売買目的有価証券 － － －
　満期保有目的の債券 ６０，７１２ ６１，７４７ １，０３４
　その他有価証券 １９７，７８７ １９７，７８７ －
貸出金 ８９，５８９
　貸倒引当金 △６８０
　貸倒引当金控除後 ８８，９０８ ８９，６８９ ７８０

資　産　計 ９１３，４６６ ９１６，８１９ ３，３５３
貯　金 ８８１，７１３ ８８０，２４９ △１，４６３
借用金 １５，０００ １５，０００ －

負　債　計 ８９６，７１３ ８９５，２４９ △１，４６３

注１．貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
　２． 貸出金には、貸借対照表上その他資産に計上している従業員貸付金８百万円を含め

ています。
　３．貯金には、貸借対照表上の譲渡性貯金10,600百万円を含めています。
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　　②金融商品の時価の算定方法
　　　【資産】
　　　a 預け金
　　　　 　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっています。満期のある預け金については、期間に基づく
区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワッ
プレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　　b 買入金銭債権
　　　　　ブローカー等の第三者から入手した評価額によっています。

　　　c 金銭の信託
　　　　 　信託財産を構成している貸出金や有価証券の時価は、下記 d および e と

同様の方法により評価しています。

　　　d 有価証券
　　　　 　株式は取引所の価格により、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から

提示された価格によっています。また、投資信託については、公表されてい
る基準価格によっています。

　　　e 貸出金
　　　　 　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、

貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近
似していることから当該帳簿価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わ
る金額として算定しています。

　　　　 　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類、期間に基づく区分ごとに、
元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワップレートで割
り引き、貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

　　　　 　なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、元利金の合計額をリスク
フリーレートである円 Libor・スワップレートで割り引いた額を、帳簿価額
に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除し
た額を時価に代わる金額として算定しています。

　　　　 　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒
引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

　　　【負債】
　　　a 貯金
　　　　 　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額 ( 帳簿価額 ) を

時価とみなしています。また、定期性貯金の時価は、期間に基づく区分ごと
に、元利金の合計額をリスクフリーレートである円 Libor・スワップレート
で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　　　b 借用金
　　　　 　借用金については全て変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、

当会の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と
近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。

　　　 ③時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は「外部出資」勘定
中の株式であり、①の金融商品の時価情報には含まれていません。

　　　　　　　　　　　　　　　 　貸借対照表計上額
　　　　　　　　外部出資　　　　４４，０１６百万円
　　　　注１ ．外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を

把握することが極めて困難と認められるため､ 時価開示の対象としてい
ません。

　　　④金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

預け金 499,919 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
買入金銭債権
満期保有目的 4,617 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
その他目的の
うち満期があ
るもの

－ 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円

有価証券
満期保有目的 10,410 百万円 11,065 百万円 10,485 百万円 10,585 百万円 10,449 百万円 7,720 百万円
その他有価証
券のうち満期
があるもの

19,500 百万円 17,430 百万円 16,210 百万円 12,700 百万円 9,300 百万円 113,001 百万円

貸出金 18,008 百万円 9,891 百万円 3,925 百万円 6,007 百万円 6,583 百万円 45,097 百万円
合   計 552,456 百万円 38,386 百万円 30,620 百万円 29,292 百万円 26,332 百万円 165,818 百万円

注１． 貸出金のうち、貸借対照表の当座貸越3,170百万円については「１年以内」に含めています。また、期
限のない劣後特約付貸出金19,010百万円については「５年超」に含めています。

　２． 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等66百万円は償還の予定が見込まれ
ないため、含めていません。

　　　⑤借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

貯 　 金 871,017 百万円 69 百万円 26 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
譲 渡 性 貯 金 10,600 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円
借 用 金 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 － 百万円 15,000 百万円
合   計 881,617 百万円 69 百万円 26 百万円 － 百万円 － 百万円 15,000 百万円

注１．貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めています。
　２．借用金のうち、期限のない劣後特約付借入金15,000百万円については、「5 年超」に含めています。

４　有価証券に関する事項
　⑴ 　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりです。これらには、

有価証券のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託が含まれています。以下⑶
まで同様です｡

　　①満期保有目的の債券で時価のあるもの
　　　 　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりです。

種　　類 貸借対照表
計上額 時   　価 差　   額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 549 百万円 560 百万円 10 百万円
地 方 債 1,963 百万円 2,020 百万円 56 百万円
金 融 債 50,150 百万円 50,667 百万円 517 百万円
社 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
外 国 証 券 7,000 百万円 7,451 百万円 451 百万円
買 入 金 銭 債 権 4,617 百万円 4,622 百万円 5 百万円

小　　計 64,281 百万円 65,323 百万円 1,042 百万円

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
地 方 債 198 百万円 197 百万円 △ 1 百万円
金 融 債 850 百万円 849 百万円 △ 0 百万円
社 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
外 国 証 券 － 百万円 － 百万円 － 百万円
買 入 金 銭 債 権 － 百万円 － 百万円 － 百万円

小　　計 1,048 百万円 1,047 百万円 △ 1 百万円
合　　計 65,330 百万円 66,370 百万円 1,040 百万円

　　②その他有価証券
　　　 　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計

上額及びこれらの差額については、次のとおりです。
種　　類 取得原価又は

償却原価
貸借対照表

計上額 評価差額

貸借対照表計上額
が取得原価又は償
却原価を超えるも
の

国 債 87,440 百万円 88,708 百万円 1,268 百万円
地 方 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
金 融 債 46,836 百万円 47,339 百万円 502 百万円
社 債 32,065 百万円 32,466 百万円 400 百万円
外 国 証 券 11,811 百万円 12,410 百万円 598 百万円
株 式 880 百万円 1,105 百万円 225 百万円
受 益 証 券 － 百万円 － 百万円 － 百万円

小　　計 179,034 百万円 182,030 百万円 2,995 百万円

貸借対照表計上額
が取得原価又は償
却原価を超えない
もの

国 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
地 方 債 － 百万円 － 百万円 － 百万円
金 融 債 900 百万円 898 百万円 △ 1 百万円
社 債 8,223 百万円 8,151 百万円 △ 71 百万円
外 国 証 券 2,006 百万円 1,970 百万円 △ 35 百万円
株 式 2,617 百万円 2,125 百万円 △ 491 百万円
受 益 証 券 3,113 百万円 2,610 百万円 △ 503 百万円

小　　計 16,861 百万円 15,757 百万円 △ 1,103 百万円
合　　計 195,895 百万円 197,787 百万円 1,891 百万円

注１． 上記評価差額金から繰延税金負債516百万円を差し引いた金額1,375百万円が、「その他有価証券評
価差額金」に含まれています。

　　（追加情報）
　　 　有価証券のうち、その他有価証券として保有する変動利付国債は、市場価格を

時価とみなせない状況にあると考えられたことから、平成20年度以降、合理的
に算定された価格をもって評価を行っておりましたが、昨今の市場環境を踏まえ
た検討の結果、当年度末において市場価格を時価とみなせる状況に復したと考え
られることから、市場価格に基づく価額により評価を行っています。

　⑵　当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
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　⑶　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

　

売却額 売却益 売却損
株　　式 ６０９百万円 ０百万円 ４７７百万円
債　　券 ８６，２３３百万円 ７１６百万円 ２２０百万円
そ の 他 ８５９百万円 －百万円 ４５６百万円
合　　計 ８７，７０２百万円 ７１７百万円 １, １５４百万円

　⑷　金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。
　　①運用目的の金銭の信託
　　　　　貸借対照表計上額 ２，９５８百万円　　　　　　　
　　　　　当年度の損益に含まれた評価差額 －百万円　　　　　　　

　　②満期保有目的の金銭の信託
貸借対照表

計上額 時　　価 差　　額
うち時価が貸借対
照表計上額を超え
るもの

うち時価が貸借対
照表計上額を超え
ないもの

満期保有目的
の金銭の信託 58,000 百万円 60,379 百万円 2,379 百万円 2,379 百万円 －百万円

注１． 「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」や「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」は、
それぞれ「差額」の内訳です。

　　③その他の金銭の信託

貸借対照表
計上額 取得原価 差　　額

うち時価が貸借対
照表計上額が取得
原価を超えるもの

うち時価が貸借対照
表計上額が取得原価
を超えないもの

その他の
金銭の信託 561 百万円 673 百万円 △ 112 百万円 －百万円 112 百万円

注１． 上記評価差額合計に繰延税金資産 31 百万円を加えた金額△ 80 百万円が、「その他有価証券評価差額金」
　　　に含まれています。
　２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」は、
　　　それぞれ「差額」の内訳です。 

５　退職給付に関する事項
　⑴　退職給付
　　①採用している退職給付制度の概要
　　　 　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採

用しています。なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては「退職
給付に係る会計基準」（平成10年6月16日企業会計審議会）に基づき、簡便
法により行なっています。

　　②退職給付債務の額
　　　　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５１８百万円
　　　　㈶　京都府農林漁業団体職員共済会積立金の額　　　　１４９百万円
　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　△３６８百万円

　　③退職給付費用の内訳
　　　　勤務費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９百万円
　　　　職員共済会掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４百万円
　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３百万円

　⑵ 　人件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図
るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定
に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費
用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。

　　 　なお、当年度において存続組合に対して拠出した特例業務負担金の額は、
８百万円となっています。

　　 　また、存続組合より示された平成24年３月現在における平成44年３月までの
特例業務負担金の将来見込額は、135百万円となっています。

６　税効果会計に関する事項
　⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等
　　　　繰延税金資産
　　　　　未払事業税 ４１百万円
　　　　　賞与引当金超過額 ３百万円
　　　　　前払費用等 １百万円
　　　　　減価償却超過額 １５百万円
　　　　　貸倒引当金超過額 １４０百万円
　　　　　退職給付引当金超過額 １０３百万円
　　　　　役員退職慰労引当金超過額 ２９百万円
　　　　　相互援助積立金超過額 ５３２百万円
　　　　　有価証券有税償却額 ４２百万円

　　　　　その他 １百万円
　　　　　繰延税金資産小計 ９１３百万円
　　　　　評価性引当額 △７４５百万円
　　　　　繰延税金資産合計A １６７百万円
　　　　繰延税金負債
　　　　　その他有価証券評価差額金 △４８５百万円
　　　　　繰延税金負債合計B △４８５百万円
　　　　繰延税金負債の純額A＋B △３１８百万円

　⑵　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
　　 　当年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差が法定実

効税率の100分の５以下であるため、注記を省略しています。

　⑶　法人税等の税率の変更により修正された繰延税金資産および繰延税金負債の金額
　　 　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年
法律第117号）が、平成23年12月２日に公布されました。平成24年４月１日
以後に開始する年度から法人税率が引き下げられ、また、平成27年３月31日ま
での期間（指定期間）に開始する年度については、復興特別法人税が課されるこ
とになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する
法定実効税率は、前年度の31.18％から、指定期間内に開始する年度については、
29.58％、平成27年４月１日以後に開始する年度については27.80％に変更
されました。その結果、繰延税金負債が43百万円減少し、その他有価証券評価
差額金が59百万円増加し、法人税等調整額が15百万円増加しています。

７　キャッシュ・フロー計算書に関する事項
　 　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲は、貸借

対照表上の「現金」並びに「預け金」中の当座預け金、普通預け金及び通知預け金
であります。


